
 

 

 

 

令和９年４月１日採用 
 

鬼北町職員採用試験実施要綱 
 

【 第 １ 回 】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛県鬼北町 
 

 

 

●募 集 職 種 一 般 事 務 

保 育 士 

        学 芸 員 

        管理栄養士 

 

●第 １ 次 試 験 令和８年６月２８日（日） 

●受 付 期 間 令和８年５月８日（金）～令和８年６月１１日（木） 

 

 〇令和８年度実施試験 

  ・申込方法 インターネット申込（パブリックコネクトサイト） 

  ・専門職において専門試験は実施しません。 



 

 

試 験 区 分 採用予定人員 受  験  資  格 

㋐ 一 般 事 務 ３名程度 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた方 

・高校を卒業した人又は令和９年３月末日までに高校卒 

業見込みの人 

㋑ 保 育 士 １名程度 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた方 

・保育士の資格を有する人又は令和９年３月末日までに 

取得見込みの人 

・学校設置者等及び民間教育保育等事業所による児童対

象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第２条

第８項に規定する特定性犯罪事実該当者でない人 

㋒ 学 芸 員 

（埋蔵文化財） 
１名 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた人 

・大学を卒業した人又は令和９年３月末日までに大学卒

業見込みの人 

・大学において考古学に関する専門課程を専攻し、当該資 

格を有する人又は令和８年３月末日までに当該資格を 

取得する見込みの人 

㋓ 管理栄養士 １名 

・昭和６１年４月２日以降に生まれた人 

・管理栄養士の資格を有する人又は令和９年３月末日ま

でに取得見込みの人 

(1) 住所要件に該当する人 

鬼北町に住所を有する人又は採用決定後に鬼北町に住所を移すことが可能な人 

（ただし、町長が認める場合については、この限りでない。） 

(2) 日本国籍を有する人 

(3) 次の事項に該当しない人（地方公務員法第１６条各号の欠格事項） 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

までの人 

  ② 鬼北町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

   ③ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 

   を結成し、又はこれに加入した人 

※高等学校在学中の人は受験できません。令和８年９月（予定）に実施する第２回試験にお申込 

みください。 

 

 

 

  （１）試験期日・会場 

試験区分 試 験 日 試 験 場 所 

第１次試験  ６月２８日（日） 
中央公民館（鬼北町大字近永 800番地 1） 

近永公民館（鬼北町大字近永 797番地） 

第２次試験  ７月下旬（予定）  近永公民館（鬼北町大字近永 797番地） 

  （２）合格発表  

試験区分 時   期 発 表 の 方 法 

第１次試験  ７月上旬（予定） 各受験者に通知 

（電話による合否の問い合わせには応じません。） 第２次試験  ８月下旬（予定）  

 

 

１ 試験区分・採用予定人員・受験資格                             

 

２ 試験期日・試験場所・合格発表                               

 



 

 

 

区 分 試験種目 試  験  内  容 

㋐ 

一
般
事
務 

第１次 

試 験 

・基礎能力 

・性格検査 

ＳＰＩ３による能力検査及び性格検査 

（ペーパーテスティング受験） 

作文試験 
出題されるテーマに対する文章の表現力等について、作文試験を

行います。 

第２次 

試 験 
口述試験 主として人物について個別面接を行います。 

㋑ 

保 

育 

士 

第１次 

試 験 

実技試験 

保育士として必要な技能（ピアノ、弾き歌い、表現）の実技試験

を行います。 

 

① ピアノ演奏 
バイエル９２番から１０４番の間で、 

選曲してください。 

② 弾き歌い 

次の中から選曲してください。 

・どんぐりころころ （２番まで） 

・しゃぼんだま   （２番まで） 

・うみ       （２番まで） 

③ 表  現 

次の中から選曲し歌ってください。 

〇伴奏は、ＣＤ等で行います。 

・おばけなんてないさ（１番のみ） 

・森のくまさん   （２番まで） 

表現は実際に子どもたちが目の前にいるこ

とを想定して歌ってください。ただし、小道具

等は使用しないでください。 

性格検査 
ＳＰＩ３による性格検査 

（ペーパーテスティング受験） 

作文試験 
出題されるテーマに対する文章の表現力等について、作文試験を

行います。 

第２次 

試 験 
口述試験 主として人物について個別面接を行います。 

㋒ 

学 

芸 

員 

第１次 

試 験 

・基礎能力 

・性格検査 

ＳＰＩ３による能力検査及び性格検査 

（ペーパーテスティング受験） 

作文試験 
出題されるテーマに対する文章の表現力等について、作文試験を

行います。 

第２次 

試 験 
口述試験 主として人物について個別面接を行います。 

㋓ 

管
理
栄
養
士 

第１次 

試 験 

・基礎能力 

・性格検査 

ＳＰＩ３による能力検査及び性格検査 

（ペーパーテスティング受験） 

作文試験 
出題されるテーマに対する文章の表現力等について、作文試験を

行います。 

第２次 

試 験 
口述試験 主として人物について個別面接を行います。 

 

 

 

受付期間は、令和８年５月８日（金）から令和８年６月１１日（木）まで 

 

３ 試験方法及び内容                                    

 ４ 第１次試験受験申込みの受付期間                               



 

 ６ 受験申込みの方法                                    
 

申込方法 

１． 前頁に記載の受付期間内に、下記の専用サイト 

（パブリックコネクト（https://publicconnect.jp/））へアクセスし、会員登録 

を行ってください。 

 パブリックコネクト鬼北町ページ 

URL：https://public-connect.jp/employer/129018  

２． マイページへログイン後、プロフィール編集及びエントリー 

① マイページの「プロフィール編集」へ進み、基本情報、職歴・学歴等を登録。 

※学校の学部名欄は任意になっていますが、受験資格の確認等に必要となる

ため、必ず入力してください。  

② プロフィール編集後、受験する職種区分のページへ進み、エントリー。  

③ 顔写真データ（直近６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身、正面向きで本人 

と確認できるもの）をタテ表示となるようにアップロードしてください。 

（縦：横＝４：３）  

④ 以下の書類等をアップロードしてください。 

全ての職種  

・最終学校の卒業証明書（卒業証書の写し可）又は卒業見込証明書 

・最終学年までの成績証明書 

※最終学年までの成績証明書について、 

学校における保管期間が過ぎたことにより発行ができない場合は、 

成績証明書不発行証明書をアップロードしてください。 

保 育 士 

・こども性暴力防止法に基づく誓約書 

・資格証又は免許状（既に資格を有する方のみ）  

※取得見込みで受験される方は申込時には不要です。（後日提出必要） 

     学 芸 員 

・発掘調査歴及び業績目録 

・資格を証明する書類の写し又は資格取得見込証明書 
※取得見込みで受験される方は申込時には不要です。（後日提出必要） 

管理栄養士 

・資格を証明する書類の写し又は資格取得見込証明書 
※取得見込みで受験される方は申込時には不要です。（後日提出必要） 

⑤ 試験当日に何らかの配慮を必要とする人は、必ず該当箇所にご入力くだ 

さい。  

⑥ 申込みは１回のみで、１つの職種に限ります。重複申込の場合は、最初に 

入力した内容が受験申込となります。申込送信以降、申込内容の変更はで 

きませんので、内容に不備がないか送信前に必ず確認してください。  

⑦ 申込送信後、「受験票」の印刷が可能となります。ご自身で印刷（白黒可）

していただき、第１次試験の際に忘れずに持参してください。  

⑧ 「自己アピールシート」については、求人情報ページから印刷していただ 
き、全て記入のうえ、第１次試験の際に提出してください。（なお、申込 

受付後、メールでも御案内します。） 

注意事項 

１．「@public-connect.jp」のドメインから送信されるメールを受信できるよう設定 

してください。 

２．携帯電話のメールアドレスを登録した場合や誤入力、通信回線上の障害等によ 

り、鬼北町などからのメールが受信できず、申し込みできない場合があります。 

これらにより受験できなかった場合でも、本町は一切責任を負いません。 

３．受付開始時間から受付終了時間までは、24 時間いつでも申込みができますが、 

システムの保守・点検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを得な 

い理由が生じた場合は、事前の通知を行うことなく、本システムの運用の停止、 

休止、中断又は制限を行うことがありますので、あらかじめ御了承ください。 

また、このために生じた申込みの遅延等には一切の責任を負いません。 

 

 

 ５ 受験申込みの方法                               



 

 

  令和９年４月１日予定 

 

 

 

（1）この試験は、採用候補者となるための試験であって、最終合格者は採用候補者名簿に登載 

されます。 

（2）採用候補者名簿は、令和９年４月以降の採用に対するもので、この名簿に記載された日（ 

合格通知に記載）から１年間有効です。 

（3）採用者は、採用候補者名簿に記載された人のうちから町長が決定します。したがって、合 

格した人が全て採用されるとは限りません。 

（4）採用候補者名簿に記載されても、一般事務職は高校を令和９年３月末までに卒業できなか 

った場合、学芸員及び保育士は定められた期限までに資格が取得できなかった場合は採用さ 

れません。 

 （5）受験願書等の記載事項に虚偽があった場合又は不正があることが判明した場合は、合格を 

取り消し採用されません。 

 

 

 

  (1) 給与 

試験区分 初任給区分 初任給（現行） 諸 手 当 

一般事務 高  卒 ２０４，８６２円 

鬼北町職員の給与に関する条例等に定め

る扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手

当、勤勉手当等を該当者に支給します。 

保 育 士 短大２卒 ２１７，８４２円 

学 芸 員 大  卒 ２３６，４５７円 

管理栄養士 大  卒 ２３６，４５７円 

  （注）上記の一覧は初任給区分欄における新卒者の初任給となります。卒業後の学歴・ 

職歴より加算があります。（昇給は、年１回です。） 

(2) 勤務時間等 

    勤務時間は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までの７時間４５分、１週間 

について３８時間４５分となり、原則６０分の休憩時間があります。ただし、職種、勤務場 

所等によっては異なる場合があります。なお、所定の労働時間を超える場合があります。 

休日は、週休日、祝日及び１２月２９日から１２月３１日まで、１月２日から１月３日ま 

でです。他に、年次有給休暇及び特別休暇があります。 

     社会保障制度に関しては、地方公務員等共済組合法による健康保険及び共済年金、地方公 

務員災害補償法による災害補償があります。 

 

 

 

鬼北町役場 総務財政課 庶務係 

〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800番地 1 電話：代表 0895-45-1111（内線 2201） 

 ６ 採用年月日                                          

 ７ 合格から採用まで                                       

 ８ 給与及び勤務条件等                                      

９ 問い合わせ先                                     

    


